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１ 意 義 

 所有権の保存の登記とは，所有権の登記のない不動産について初めてされる所有権の登記である。 

 

２ 申請権者 

⑴ 意 義 

  所有権の保存の登記は，その後にされる所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記等のすべての

権利に関する登記の基礎となり，登記の連続性と共同申請の原理による登記の真実性の確保の基礎

をなすものである。そのため，登記法は，申請権者を限定することにより，所有権の保存の登記の

真実性を確保することとしている。 

  所有権の保存の登記は，次に掲げる者が，単独で申請することができる（法 74 条１項，２項）。 

 ⇒ 真実の所有者であっても，登記法に定められた申請適格者（申請権者）でなければ，所有権の保存の登記

を申請することはできない【H16-21-ｱ】。 

 ① 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 

 ② 所有権を有することが確定判決によって確認された者 

 ③ 収用によって所有権を取得した者 

 ④ 区分建物にあっては，表題部所有者から所有権を取得した者 

⑵ 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 

 ① 表題部所有者 

   表題部所有者は，所有権の保存の登記を申請することができる（法 74 条１項１号前段）［R2

記述，H18 記述（表題部所有者と他の表題部所有者の相続人のための所有権の保存の登記）］。 

   表題部所有者が数人いる場合に，共有者の１人が自己の持分のみについて，所有権の保存の登

記を申請することはできないが（明 32.8.8 民刑 1311 号）【H11-18-ｴ】，共有者の１人が共有者全

員のために，保存行為として（民法 252 条ただし書），所有権の保存の登記を申請することはで

きる（明 33.10.2 民刑 1413 号）【H26-17-ｲ】。 

 ② 表題部所有者の相続人その他の一般承継人 

   表題部所有者の相続人その他の一般承継人は，所有権の保存の登記を申請することができる

 

   所有権の保存の登記 

 

第１章 
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（法 74 条１項１号後段）［H18 記述（表題部所有者と他の表題部所有者の相続人のための所有権の保存

の登記）］。 

   表題部所有者の相続人が数人いる場合に，相続人の１人が自己の持分のみについて，所有権の

保存の登記を申請することはできないが（登記研究 132 号 P44）【H22-14-ｳ，S60-21-1】，相続

人の１人が相続人全員のために，保存行為として（民法 252 条ただし書），所有権の保存の登記

を申請することができる。 

   なお，表題部所有者の相続人は，表題部所有者名義での所有権の保存の登記を申請することも

できる（昭 32.10.18 民事甲 1953 号）【H30-20-ｴ，H16-21-ｳ，S63-23-1】。 

⑶ 所有権を有することが確定判決によって確認された者 

 ① 所有権を有することが確定判決によって確認された者 

   所有権を有することが確定判決によって確認された者は，所有権の保存の登記を申請すること

ができる（法 74 条１項２号）。判決は，確定判決であることを要するが，確認判決だけでなく，

給付判決や形成判決でもよい（大判大 15.6.23）。また，所有権の移転の登記手続請求訴訟の確定

判決でもよい（昭 55.11.25 民三 6757 号，登記研究 140 号Ｐ44）【H15-22-ｳ，H3-26-2，S58-17-

1】。 

 ② 表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記 

   所有権を有することが確定判決によって確認された者による所有権の保存の登記の申請は，表

題登記がない場合であってもすることができる【H30-20-ｳ，H16-21-ｴ，S58-17-1，S57-19-2】。

この場合には，登記官は，当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記

しなければならない（法 75 条）【H16-21-ｴ】。 

⑷ 収用によって所有権を取得した者 

 ① 収用によって所有権を取得した者 

   収用によって所有権を取得した者は，所有権の保存の登記を申請することができる（法 74 条

１項３号）。 

 ② 表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記 

   収用によって所有権を取得した者による所有権の保存の登記の申請は，表題登記がない場合で

あってもすることができる【H22-14-ｱ】。この場合には，登記官は，当該不動産に関する不動産

の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない（法 75 条）。 

⑸ 区分建物にあっては，表題部所有者から所有権を取得した者 

 ⇒ 敷地権付き区分建物の表題部所有者は，敷地権の表示を申請情報の内容として提供しないで，自己を所有

権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる【H22-14-ｵ】。このことは，表題部所有

者がその区分建物の所有権を譲渡した後でも，同様である【H7-21-ｴ】。 
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 ① 区分建物の所有権を表題部所有者から直接取得した者 

   区分建物以外の不動産については，表題部所有者に特定承継があった場合でも，特定承継人名

義での所有権の保存の登記を申請することができないが，区分建物については，原始取得者に表

題登記の申請義務があるとされているため（法 47 条１項，48 条１項(注)），区分建物の所有権を

表題部所有者から取得した者は，所有権の保存の登記を申請することができることとされている

（法 74 条２項）【H9-14-ｲ，H3-26-3】。 

  (注) これに対して，区分建物以外の不動産については，表題登記がされる前に当該不動産の所有者に特定

承継があった場合には，特定承継人の表題登記及び所有権の保存の登記を申請することができる。 

 ② 登記法 74 条２項に基づき所有権の保存の登記を申請することの可否 

  ａ 表題部所有者から所有権の一部を取得した者 

    表題部所有者から所有権の一部を取得した者は，登記法 74 条２項に基づき所有権の保存の

登記を申請することができない（登記研究 571 号Ｐ71）【H15-22-ｵ】。 

  ｂ 表題部所有者の相続人 

    表題部所有者の相続人は，所有権の保存の登記を申請することはできるが，その根拠につい

て，登記法 74 条１項１号によるべきか，同条２項によるべきかについて，争いがある。 

   ⇒ 所有権を敷地権とする敷地権付き区分建物の表題部所有者Ａが死亡したときは，その相続人Ｂは，Ｂ

名義での所有権の保存の登記を申請することができる【H8-16-ｱ：？（○の趣旨で出題）】。 

  ｃ 区分建物の所有権を表題部所有者の相続人から取得した者 

    区分建物の所有権を表題部所有者の相続人から取得した者は，登記法 74 条２項に基づき所

有権の保存の登記を申請することができない【H19-26-ｱ，H15-22-ｴ】。 

  ｄ 区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者の転得者 

    区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者の転得者は，登記法 74 条２項に基づき所

有権の保存の登記を申請することができない【H26-17-ｴ，H11-18-ｲ】。 

  ｅ 区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者の相続人 

    区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者の相続人は，登記法 74 条２項に基づき所

有権の保存の登記を申請することができない【H2-18-5】。 

 

関連先例等 

【表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人】 

１ 表題部所有者に特定承継があった場合には，特定承継人名義での所有権の保存の登記を申請することはでき

ないため【H7-21-ｱ，S57-19-4】，表題部所有者名義での所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記を申請す

る。この場合において，表題部所有者が死亡したときは，その相続人は，表題部所有者名義での所有権の保存の
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登記を申請すべきであり，相続人名義での所有権の保存の登記を申請することはできない（昭 32.10.18 民事甲

1953 号参照）【H30-20-ｴ，H16-21-ｳ，S63-23-1】。 

  なお，特定承継人は，所有権を有することが確定判決によって確認されれば，特定承継人名義での所有権の

保存の登記を申請することができる（法 74 条１項２号）。 

 ⇒ 表題部所有者の相続人全員が作成した「当該建物は，被相続人から相続人以外のＡが買い受けたものであ

る。」旨の証明書(印鑑証明書付)を添付しても，Ａは，直接自己名義の所有権の保存の登記を申請することが

できない【H3-26-4】。 

２ 所有権の登記のない土地について，その表題部所有者Ａが当該土地の所有権の一部をＢに譲渡し，Ａ及びＢ

の共有に属することとなった場合には，Ａ及びＢを共有名義人とする所有権の保存の登記を申請することはで

きない【H19-26-ｴ】。 

３ 表題部所有者の全員が死亡した場合においては，当該表題部所有者の全員を登記名義人とする所有権の保存

の登記のほか，表題部所有者の１人の相続人と他の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申

請することができる（昭 36.9.18 民事甲 2323 号）。例えば，表題部所有者Ａ及びＢがともに死亡し，Ａの相続人

がａ，Ｂの相続人がｂである場合には，Ａ及びＢ名義，Ａ及びｂ名義，ａ及びＢ名義又はａ及びｂ名義での所有

権の保存の登記を申請することができる【H30-20-ｱ，H11-18-ｵ，S57-19-3】。 

４ 表題部所有者の相続人が数人いる場合において，遺産分割等により特定の相続人が当該不動産の所有権を取

得したときは，当該相続人は，自己名義の所有権の保存の登記を申請することができる（登記研究 45 号Ｐ26）。 

５ 表題部所有者に数次に相続があった場合には，現在の相続人は，直接自己名義での所有権の保存の登記を申

請することができる（登記研究 407 号Ｐ85，登記研究 443 号Ｐ93）【H26-17-ｵ，H19-26-ｵ，H15-22-ｱ，H7-21-

ｲ】。このことは，中間の相続が単独相続でないときであっても，同様である(注)。 

 (注) 相続を原因とする所有権の移転の登記の場合とは異なる（昭 30.12.16 民事甲 2670 号，登記研究 135 号

Ｐ45）。 

６ 表題部所有者が死亡し，相続人があることが明らかでない場合には，相続財産の管理人は，相続財産法人名

義での所有権の保存の登記を申請することができる（登記研究 399 号Ｐ82(注)）【H3-26-1】。 

 (注) 所有権の登記名義人が死亡し，相続人があることが明らかでない場合には，相続財産法人とする所有権の

登記名義人の氏名の変更の登記を申請する取扱いであるのと異なる（昭 10.1.14 民事甲 39 号）。 

７ 包括受遺者は，相続人と同一の権利義務を有するとされるが（民法 990 条），登記法 74 条１項１号後段の「そ

の他の一般承継人」には該当しないため，受遺者名義での所有権の保存の登記を申請することはできない（登

記研究 223 号Ｐ67）【H26-17-ｱ，H13-12-1，S59-25-3】。このことは，死因贈与の受贈者についても同様である

【H30-20-ｲ】。 

８ 合併における存続会社又は設立会社は，登記法 74 条１項１号後段の「その他の一般承継人」に該当するため，

存続会社又は設立会社名義での所有権の保存の登記を申請することができる【H3-26-5，S57-19-5】。これに対
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して，会社分割における承継会社又は設立会社は，登記法 74 条１項１号後段の「その他の一般承継人」には該

当しないため，承継会社又は設立会社名義での所有権の保存の登記を申請することはできない（登記研究 703

号Ｐ222）。 

９ 表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は，直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の

保存の登記を申請することができない（法 74 条１項各号参照）【H22-14-ｲ】。 

【所有権を有することが確定判決によって確認された者】 

10 登記法 74 条１項２号に基づく所有権の保存の登記を申請する場合における同項の「判決」は，表題部所有者

が複数のときは，当該表題部所有者全員を被告とする判決でなければならない（平 10.3.20 民三 552 号）【H19-

26-ｲ，H11-18-ｱ】。 

 ⇒ Ａが，登記記録の表題部にＢが所有者として記録されている不動産をＢから購入した後，Ｂが死亡し，Ｃ

Ｄが共同相続人となった場合においては，Ａは，Ｃとの間で成立した「Ａが所有者であることを確認する。」

旨の和解調書を提供して，その不動産について，所有権の保存の登記を申請することはできない【S60-21-3】。 

11 表題部所有者が権利能力なき社団の旧代表者の場合には，その相続人を被告とする所有権の確認訴訟の確定

判決に基づき，所有権の保存の登記を申請することができる（平 2.3.28 民三 1147 号）。 

12 建物の登記記録の表題部に記録された所有者Ａを被告として建物の明渡しを命ずる判決を得たＢは，Ｂ名義

の所有権の保存の登記を申請することができない【H7-21-ｳ】。 

13 所有権の登記のない不動産について，その表題部所有者Ａ及びＢの持分について変更があった場合には，表

題部所有者の持分の更正の登記を申請することなく，当該変更後のＡ及びＢの持分で，Ａ及びＢを登記名義人

とする所有権の保存の登記を申請することはできない【H30-20-ｵ】。 

【区分建物にあっては，表題部所有者から所有権を取得した者】 

14 表題部所有者を分割会社とする会社分割があった場合には，承継会社又は設立会社は，登記法 74 条２項に基

づき所有権の保存の登記を申請することができる（登記研究 703 号Ｐ219）。 

15 敷地権付き区分建物の登記記録の表題部にＡが所有者として記録されている場合において，Ａが，当該建物

を目的として，Ｂを受益者，Ｃを受託者とする信託契約を締結したときは，Ｃは，自らを受託者とする所有権の

保存の登記及び信託の登記を申請することができる（登記研究 646 号Ｐ113）【H29-12-ｴ，H15-22-ｲ】。 

16 表題部の所有者Ａから直接敷地権付き区分建物を買い受けたＢ・Ｃのうち，Ｂが所有権の保存の登記をする

前に死亡した場合，その唯一の相続人Ｃは，相続を証する情報を提供して自己名義の所有権の保存の登記を申

請することができない【H11-18-ｳ】。 

【その他】 

17 認可地縁団体（地方自治法260条の２）が所有する一定の要件を満たした不動産について，当該認可地縁団

体が自己を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存の登記をしようとするときは，当該認可地縁団体は，

当該登記をすることについて異議のある当該不動産の表題部所有者もしくはその相続人又は当該不動産の所有
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権を有することを疎明する者（以下「登記関係者等」という。）は市町村長（当該認可地縁団体の区域を包括

する市町村の長）に対し異議を述べるべき旨の公告を求める旨を当該市町村長に申請することができる（同法

260条の38第１項）。 

  当該市町村長が当該公告を行い，登記関係者等が地方自治法260条の38第２項の期間内に異議を述べなかっ

た場合には，当該市町村長が当該公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかったこと

を証する情報（以下「証する情報」という。）を当該認可地縁団体に提供する（同条４項）。 

  認可地縁団体は，証する情報を申請情報と併せて登記所に提供するときは，登記法 74 条１項の規定にかかわ

らず，証する情報に係る不動産の所有権の保存の登記を申請することができる（地方自治法 260 条の 39 第１

項）。 

(参考) 地方自治法 

第 260 条の 38 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者（不動産登記法（平成 16 年法律第 123

号）第２条第 10 号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。）又は所有権の登記名義人の

全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの（当該認可地

縁団体によつて，10 年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。）について，当

該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人（以下この条において「登記関係

者」という。）の全部又は一部の所在が知れない場合において，当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記

名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは，当該認可地縁団体は，総務

省令で定めるところにより，当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。

この場合において，当該申請を行う認可地縁団体は，次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付

しなければならない。  

 ① 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。  

 ② 当該認可地縁団体が当該不動産を 10 年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。  

 ③ 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当

該認可地縁団体の構成員であつた者であること。  

 ④ 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。  

２ 市町村長は，前項の申請を受けた場合において，当該申請を相当と認めるときは，総務省令で定めるとこ

ろにより，当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をするこ

とについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者（次項か

ら第５項までにおいて「登記関係者等」という。）は，当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するも

のとする。この場合において，公告の期間は，３月を下つてはならない。  

３ 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは，第１項に規定する不

動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものと
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みなす。  

４ 市町村長は，前項の規定により第１項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについ

て登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には，総務省令で定めるところにより，当該市町村長が

第２項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する

情報を第１項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。  

５ 第２項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは，市町村長は，総務省令で

定めるところにより，その旨及びその内容を第１項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するもの

とする。  

 

第 260 条の 39 不動産登記法第 74 条第１項の規定にかかわらず，前条第４項に規定する証する情報を提供さ

れた認可地縁団体が申請情報（同法第 18 条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。）と併せて当該

証する情報を登記所に提供するときは，当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第１項に規定する不

動産の所有権の保存の登記を申請することができる。  

２ 不動産登記法第 60 条の規定にかかわらず，前条第４項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体

が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは，当該認可地縁団体のみで当該証する情報に

係る同条第１項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 

 

【解説】 認可地縁団体名義での不動産の登記をすることができるが，認可地縁団体が有する不動産について

は，当該認可地縁団体の代表者やその構成員が表題部所有者又は所有権の登記名義人となっている場合が多

く，認可地縁団体名義に所有権の保存又は移転の登記を申請しようとしても，表題部所有者又は登記名義人

である当該登記名義人の数が多数に上り，また，その所在が不明であるなどの事情から，その協力を得るこ

とが非常に困難であり，実質的には，当該登記の申請をすることができないとの指摘があった。 

  そこで，地方自治法に認可地縁団体が所有する不動産に係る登記法の特例を設け，一定の要件を満たした

認可地縁団体が所有する不動産については，市町村長が一定の手続を経て証明書を発行することで，認可地縁

団体が単独で登記の申請を行うことができるようになった。 

 

３ 登記手続 

⑴ 単独申請 

  所有権の保存の登記は，最初にされる権利に関する登記であるため，その性質上，当然に単独で

申請する（法 74 条）【H9-14-ｲ】。 

⑵ 申請情報の内容 

  所有権の保存の登記の申請情報の内容は，次のとおりである。 
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 ⇒ 敷地権付き区分建物の表題部所有者は，敷地権の表示を申請情報の内容として提供しないで，自己を所有

権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる【H22-14-ｵ】。 

 ① 登記法 74 条１項各号に掲げる者が申請する場合 

   登記法 74 条１項各号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合の申請情報の内容は，

次のとおりである。 

  ａ 登記の目的（令３条５号） 

    登記の目的は，「所有権保存」である。 

  ｂ 登記原因及びその日付（令３条６号） 

    所有権の保存の登記においては，登記法 59 条３号（権利に関する登記の登記事項）の規定

にかかわらず，登記原因及びその日付が登記されないため（法 76 条１項本文），申請情報の

内容として登記原因及びその日付を提供することを要しない（令３条６号かっこ書）【H27-14-

ｱ（収用の場合）】。 

  ｃ 申請人の氏名又は名称及び住所（令３条１号） 

    「所有者」として，申請人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする(注)。 

   (注) 表題部所有者の表示が変更し，表題部に記録された表示と現在の表示とが異なることになった場合

でも，表題部所有者は，その表示の変更を証する情報を提供して，表題部所有者の表示の変更の登記

をしないで，直ちに所有権の保存の登記を申請することができる（登記研究 213 号Ｐ71，登記研究

352 号Ｐ103）【H29-12-ｵ（組織変更），H24-17-4（住所の変更）】。 

   ⇒ 権利能力なき社団の複数の代表者名義でする所有権の保存の登記の申請情報の内容として，持分を提

供しなければならない【H2-17-3】。 

   ⇒ 表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記の申請がされた場合において，当該登記にお

いて登記記録に記録される所有者が２人以上あるときは，当該所有者について登記記録に持分の記録が

される【H24-13-ｳ】。 

  ｄ 申請人の種別（令別表 28 申請情報欄イ） 

    「申請人が法 74 条１項各号に掲げる者のいずれであるか」が申請情報の内容となる。 

   ⇒ 所有権の保存の登記の申請情報の内容として，根拠条項を提供することが要求されるのは，所有権の

保存の登記は，申請適格者（申請権者）ごとに添付情報が異なるため，根拠条文を提供することにより，

登記官に対し，添付情報を明らかにする必要があるからである【H16-21-ｲ】。 

 ② 登記法 74 条２項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が申請する場合 

   登記法 74 条２項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を

申請する場合の申請情報の内容は，次のとおりである。 

  ａ 登記の目的（令３条５号） 
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    登記の目的は，「所有権保存」である。 

  ｂ 登記原因及びその日付（令３条６号） 

    登記原因及びその日付を提供するのは，その区分建物が敷地権付き区分建物である場合に限

られる（令３条６号かっこ書）【H19-20-ｱ，H5-25-4，S60-24-4】。 

   ⇒ 登記法 74 条２項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請す

る場合に限り，登記原因及びその日付を提供するのは，この場合の敷地権付き区分建物の所有権の保存

の登記は，実質的には，その敷地権の移転の登記となることから，その移転の登記原因及びその日付を

明らかにする趣旨である【H16-21-ｵ】。 

   ⇒ 登記原因の日付は，敷地権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請することを承諾した日ではない

【S63-27-1】。 

  ｃ 申請人の氏名又は名称及び住所（令３条１号） 

    「所有者」として，申請人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする。 

  ｄ 申請人の種別（令別表 29 申請情報欄イ） 

    「法 74 条２項の規定により登記を申請する旨」が申請情報の内容となる【S60-24-2】。 

   なお，その区分建物が敷地権付き区分建物である場合には，敷地権の表示を申請情報の内容と

しなければならない（令３条 11 号ヘ）【S60-24-3】。 

⑶ 添付情報 

 ① 登記法 74 条１項各号に掲げる者が申請する場合 

   登記法 74 条１項各号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合の添付情報は，次のと

おりである。なお，登記原因証明情報を提供することを要しない（令７条３項１号）。 

  ａ 登記名義人となる者の所有権取得証明情報（令別表 28 添付情報欄イからハまで） 

    登記名義人となる者の所有権取得証明情報は，申請人の適格を確認し，所有者を所有権の登

記名義人として正確に登記するために添付情報とされている。 

    所有権取得証明情報は，申請人ごとに，次のとおりである。 

    なお，表題部所有者自らが申請する場合には，登記名義人となる者の所有権取得証明情報の

提供を要しない【H22-27-ｱ】。 

   ⒜ 表題部所有者の相続人その他の一般承継人 

     所有権取得証明情報は，相続その他の一般承継による承継を証する情報（市町村長，登記

官その他の公務員が職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情報がない場合にあって

は，これに代わるべき情報）を含むものに限る。）である。 

   ⒝ 所有権を有することが確定判決によって確認された者 

     所有権取得証明情報は，所有権を有することが確定判決（確定判決と同一の効力を有する
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ものを含む。）によって確認されたことを証する情報である。例えば，和解調書［H3 記述］，

調停調書【H22-14-ｴ】を提供して，所有権の保存の登記を申請することができる。 

   ⒞ 収用によって所有権を取得した者 

     所有権取得証明情報は，収用によって所有権を取得したことを証する情報（収用の裁決が

効力を失っていないことを証する情報を含むものに限る。）である。 

  ｂ 住所証明情報（令別表 28 添付情報欄ニ）【H22-27-ｱ（法 74 条１項１号前段），S63-16-4（法 74

条１項２号）】 

  ｃ 土地所在図及び地積測量図（令別表 28 添付情報欄ホ） 

    所有権を有することが確定判決によって確認された者又は収用によって所有権を取得した

者が表題登記がない土地について申請するときは，当該土地についての土地所在図及び地積測

量図を提供しなければならない。 

   ⇒ 表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は，土地所在図及び地積測量図を提供しても，

直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができない【H22-14-ｲ】。 

  ｄ 建物図面及び各階平面図（令別表 28 添付情報欄ヘ） 

    所有権を有することが確定判決によって確認された者又は収用によって所有権を取得した

者が表題登記がない建物について申請するときは，当該建物についての建物図面及び各階平面

図を提供しなければならない【H30-20-ｳ（判決），H22-14-ｱ（収用）】。 

  ｅ 非敷地権証明情報（令別表 28 添付情報欄ト） 

    所有権を有することが確定判決によって確認された者又は収用によって所有権を取得した

者が表題登記がない建物について申請する場合で，かつ，当該表題登記がない建物が区分建物

である場合において，当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権，地

上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり，かつ，分離処分可能の定め（区

分所有法 22 条１項ただし書）がある場合その他の事由により当該所有権，地上権又は賃借権

が当該区分建物の敷地権とならないとき(注)は，当該事由を証する情報を提供しなければなら

ない。具体的には，規約や関係を証する契約書等である。 

   (注) 敷地権について登記された所有権，地上権又は賃借権があり，かつ，当該区分建物の所有者がその

登記名義人であれば，敷地権となるのが原則であるが，例外的に，その権利が敷地権でない場合があ

る。具体的には，規約に分離処分可能の定めがある場合のほか，専有部分の所有者が登記された所有

権，地上権又は賃借権の登記名義人であっても，当該所有権，地上権又は賃借権が実体上第三者に譲

渡されており，その第三者との間で設定した地上権，賃借権又は使用貸借権が敷地利用権である場合

等である。 
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  ｆ 敷地権関連情報（令別表 28 添付情報欄チ） 

    所有権を有することが確定判決によって確認された者又は収用によって所有権を取得した

者が表題登記がない建物について申請する場合において，当該表題登記がない建物が敷地権の

ある区分建物であるときは，敷地権が存在する場合における表題登記の添付情報と同様の情報

を添付情報とする必要があるため，次に掲げる情報を提供しなければならない。 

   ⒜ 敷地権の目的である土地が区分所有法５条１項の規定により建物の敷地となった土地（い

わゆる規約敷地）であるときは，同項の規約を設定したことを証する情報 

   ⒝ 敷地権が区分所有法 22 条２項ただし書の規約で定められている割合によるものであると

きは，当該規約を設定したことを証する情報 

   ⒞ 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは，当該土地の登記事項証

明書  

  ｇ 代理権限証明情報（令７条１項２号） 

 ② 登記法 74 条２項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が申請する場合 

   登記法 74 条２項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を

申請する場合の添付情報は，次のとおりである。 

  ａ 所有権取得証明情報（令別表 29 添付情報欄イ） 

    建物が敷地権のない区分建物であるときは，申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有

権を取得したことを証する表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報

を提供しなければならない【H5-25-4】。 

  ｂ 登記原因証明情報及び敷地権登記名義人承諾証明情報（令別表 29 添付情報欄ロ） 

    建物が敷地権付き区分建物であるときは，次に掲げる情報を提供しなければならない。 

   ⒜ 登記原因証明情報 

     表題部所有者から区分建物の所有権及び敷地権を取得したことを証する登記原因証明情

報を提供しなければならない【H23-24-ｲ】。敷地権のない区分建物であるときとは異なり，

所有権取得証明情報を提供することを要しない。 

    ⇒ この登記原因証明情報には，建物と敷地権である土地の権利とについて同一の処分がされたこと

が明示されていなければならない（昭 58.11.10 民三 6400 号参照）【H21-14-ｲ】。 

   ⒝ 敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報【H27-21-ｳ，S60-24-

1】 

    ⇒ 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について，表題部所有者から所有権を取得した者が所

有権の保存の登記を申請するときは，当該所有権を取得した者の住所を証する情報，表題部所有者か

ら当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土地の所有権の登記名義人の


